
条例 記載内容

居宅介護支援事業所
市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 （平成30年条例第30号）

（運営規程）

第21条　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（第25条第１項に

おいて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　職員の職種、員数及び職務内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(５)　通常の事業の実施地域

(６)　虐待の防止のための措置に関する事項

(７)　その他運営に関する重要事項

介護予防支援事業所

市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例

（平成26年条例第41号）

（運営規程）

第20条　指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（第24条第１項に

おいて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(５)　通常の事業の実施地域

(６)　虐待の防止のための措置に関する事項

(７)　その他運営に関する重要事項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（運営規程）

第32条　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務の内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

(５)　通常の事業の実施地域

(６)　緊急時等における対応方法

(７)　合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(８)　虐待の防止のための措置に関する事項

(９)　その他運営に関する重要事項

夜間対応型訪問介護

（運営規程）

第57条　指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以

下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務の内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(５)　通常の事業の実施地域

(６)　緊急時等における対応方法

(７)　合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(８)　虐待の防止のための措置に関する事項

(９)　その他運営に関する重要事項

地域密着型通所介護

（運営規程）

第61条の12　指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

（以下この節において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務の内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定地域密着型通所介護の利用定員

(５)　指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(６)　通常の事業の実施地域

(７)　サービス利用に当たっての留意事項

(８)　緊急時等における対応方法

(９)　非常災害対策

(10)　虐待の防止のための措置に関する事項

(11)　その他運営に関する重要事項

認知症対応型通所介護

（運営規程）

第75条　指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務の内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定認知症対応型通所介護の利用定員（第63条第４項又は第67条第１項の利用定員をいう。第77条において同じ。）

(５)　指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(６)　通常の事業の実施地域

(７)　サービス利用に当たっての留意事項

(８)　緊急時等における対応方法

(９)　非常災害対策

(10)　虐待の防止のための措置に関する事項

(11)　その他運営に関する重要事項

小規模多機能型居宅介護

（運営規程）

第102条　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務の内容

(３)　営業日及び営業時間

(４)　指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(５)　指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(６)　通常の事業の実施地域

(７)　サービス利用に当たっての留意事項

(８)　緊急時等における対応方法

(９)　非常災害対策

(10)　虐待の防止のための措置に関する事項

(11)　その他運営に関する重要事項

認知症対応型共同生活介護

（運営規程）

第124条　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　従業者の職種、員数及び職務内容

(３)　利用定員

(４)　指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(５)　入居に当たっての留意事項

(６)　非常災害対策

(７)　虐待の防止のための措置に関する事項

(８)　その他運営に関する重要事項

地域密着型特定施設入居者生活介護

（運営規程）

第147条　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。

(１)　事業の目的及び運営の方針

(２)　地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(３)　入居定員及び居室数

(４)　指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(５)　利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(６)　施設の利用に当たっての留意事項

(７)　緊急時等における対応方法

(８)　非常災害対策

(９)　虐待の防止のための措置に関する事項

(10)　その他運営に関する重要事項

市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成24年条例第38号）


